
  

 

要旨 

要介護（要支援）認定率 1の地域差要因に関する分析 

 

１．分析の目的 

○介護分野における先行研究を収集し、ＥＢＰＭの観点から、効果的な政策立案 
に援用できる分析手法等についての示唆を導出する。 

  ○要介護（要支援）認定率の地域差要因（都道府県、介護保険者）を明らかに 
し、その地域差要因を解消するための方策を探る。 

  ○要介護（要支援）認定率の改善や、医療・介護の重症化予防に関する政策の費 
用対効果を実施することで、効率的な健康施策のあり方を探る。 

 
２．主な内容 

 ○介護サービスの質の評価のため、アウトカム評価を介護報酬に取り入れていく 

議論が進められている。介護サービスの質の向上に繋がるアウトカム評価によ 

る報酬体系の策定に向け、アウトカム評価を対象とした政策評価の拡充が期待 

される。また、今後は、アウトカム評価に際し、ＱＯＬやＡＤＬ・ＩＡＤ 

Ｌ 2等を指標とした政策効果評価の拡充が期待される。 

  ○単相関、固定効果モデル及びＯＬＳ推定による分析を実施し、要介護（要支 

援）認定率やその変化率の地域差要因をみると、年齢構成、医療介護供給体 

制、医療費、福祉行政、運動習慣、経済状況、介護予防等、様々な要因との相 

関がみられた。一方で、こうした要因では説明できない部分も大きく残ってお 

り、例えば、介護予防事業、住民の意思や社会関係資本、市町村等のキーパー 

ソンの活躍等が影響している可能性が考えられる。 

○普及啓発等の予防事業の参加人数を増加させると、軽度要介護（要介護２以 

下）認定率の上昇幅が押し下げられる傾向が見られた。この結果を用い、今後 

予防事業の参加人数の増加が続くことを想定した試算を行うと、認定率の上昇 

の抑制を通じ、介護サービス費用が一定程度減少する可能性が示唆された。 

  ○要介護（要支援）認定者１人当たり介護サービス費用の都道府県間の地域差要 

因を探ってみると、要介護（要支援）認定率の場合と異なり、介護供給体制が 

押上げに大きく寄与していることが確認できた。 

  ○先進事例における介護予防事業等の推進による要介護（要支援）認定率や介護 

   サービス費用の低減効果に基づき、事業を全国展開した場合、同等の効果が見 

                                                 
1 本稿で「要介護（要支援）認定」とは、要支援１もしくは２と要介護１～５に該当する認定を指す。 
2 ＱＯＬは Quality of life（生活の質）、ＡＤＬは Activities of daily living（日常生活動作；歩行や移

動、食事、更衣、入浴、排泄などの基本的な身体動作を指す）、ＩＡＤＬは Instrumental activities of daily 

living（手段的日常生活動作；交通機関の利用や電話の応対、買い物、食事の支度、服薬管理、金銭管理な

どのより複雑な生活関連動作を指す）のことをいう。 



  

 

   込まれることを前提に全国推計を実施してみると、相応の効果が見込まれる。 

○介護サービス費用は、その地域差を単純に低減させることのみを政策の目的と 

するのではなく、適正な水準についても同時に目配りする必要がある。 
 

３．主な分析結果 

   ○都道府県別の要介護（要支援）認定率の単相関分析の結果をみると、年齢構成 

と強い正の相関がみられた。そのほか、疾病や医療供給体制、福祉行政等との 

相関もみられた。一方、負の相関をみると運動習慣と強い相関関係が見られた。 

その他、自治体の財政状況や所得水準との相関が見られた。 

 

要旨図表１-１ 要介護（要支援）認定率との正の相関 

（2015 年度、相関係数 0.5 以上、都道府県） 

 

（備考）本文図表３－１－１より作成。 



  

 

 

要旨図表１-２ 要介護（要支援）認定率との負の相関 

（2015 年度、相関係数－0.5 以下、都道府県） 

 

（備考）本文図表３－１－２より作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

○次に、介護保険者別に、2009年度から 2015年度のデータを用いて、保険者の固 

定効果や年齢要因、医療・財政要因を調整した上で、要介護度２以下の認定率 

の変化と、介護供給体制や予防事業の拡充との関係をみると、介護老人福祉施 

設定員数の増加幅と正の相関、普及啓発等の予防事業への参加者の増加数とは 

負の相関関係がみられる。 

 

要旨図表２ 固定効果モデルによる要介護（要支援）認定率変化の地域差要因 

（2009～2015 年度、要介護２以下認定率、介護保険者別②） 

 
（備考）本文図表３-２-６。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

係数 標準誤差

75歳以上/65歳以上比率 2.100 ** (0.851)

65歳以上就業比率 -0.820 ** (0.338)

人口10万人当たり施設数（病院） -0.013 (0.020)

人口10万人当たり療養病床数 -6.1.E-05 (0.000)

40～64歳人口10万人当たり集団健康教育（参加延人員） 2.2.E-06 0.000

40～64歳人口10万人当たり健康相談（人数） -6.7.E-05 (0.000)

第１号被保険者10万人当たり介護老人福祉施設（定員） 9.43.E-05 *** (0.000)

第１号被保険者10万人当たり介護老人保健施設（定員） -4.05E-05 (0.000)

保険料負担が基準額を下回る者の割合 -2.0.E-03 (0.007)

財政力指数 0.358 (1.453)

通所型介護予防事業（総数）参加実人数/二次予防事業対象者（１期ラグ） 7.73.E-03 (0.006)

訪問型介護予防事業（総数）参加実人数/二次予防事業対象者（１期ラグ） -2.02.E-03 ** (0.001)

介護予防普及啓発事業（講演会や相談会等）参加者延数 -1.69.E-06 ** (0.000)

地域介護予防活動支援事業（ボランティア育成のための研修会） 1.49.E-06 (0.000)

Δ要介護２以下認定率（１期ラグ） 0.111 *** (0.035)

Δ要介護２以下認定率（２期ラグ） 0.101 *** (0.027)

2013年ダミー 0.299 *** (0.058)

2014年ダミー 0.134 *** (0.028)

2015年ダミー 0.123 *** (0.022)

定数項 0.618 *** (0.198)

N

保険者数

過剰識別検定Chi-sq

p-value

Δ要介護２以下認定率

GMM, dynamic

人口構成

医療供給体制＋広報
事業など

介護供給体制

財政状況など

予防事業

自己ラグ

779

21.42

0.124

2,222



  

 

 

○要介護２以下認定率押下げ効果（要旨図表２）を用い、介護予防事業の拡充 

 が要介護認定率の伸びを抑えることを通じて期待される歳出効率化効果を試算 

したところ、例えば、65歳以上人口 10万人当たり介護予防普及啓発事業参加 

延人数が 10倍に増加すると仮定すると、国全体で 270億円（58億～477億円） 

の歳出効率化効果が期待される結果となった。 

 

要旨図表３ 固定効果モデルによる要介護２以下認定率変化の結果を用いた歳出効率化効果 

 
（備考）本文図表３-３-２。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

○介護保険者別に、要介護度２以下の認定率の地域差をみると、様々な要因を調 

整しても、説明できない残差が絶対値で見て大きい保険者が散見される。そう 

した介護保険者のうち、残差が特にマイナス方向に大きいケースを個別にみる 

と、2012年度から 2015年度にかけて、介護予防事業の取組を拡充している事 

例が複数みられる。因果関係は明確でないものの、全国の平均的な傾向と比べ 

て認定率が低い保険者では、近年介護予防の取組みが積極的に行われているケ 

ースがいくつか見られ、こうした取組みの拡がりが今後も期待される。 

 

要旨図表４ ＯＬＳ推定による残差（要介護２以下認定率）と体操実施箇所の増加数 

（2015 年度対 2012 年度、介護保険者） 

 

（備考）本文図表３-４-６。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

○要介護（要支援）認定者１人当たり介護サービス費用の都道府県間の地域差要 

因をみると、相対的に見て費用が高い地域では介護供給体制の押上げの寄与が 

他の要因より顕著に確認できた。総じて、1人当たり介護サービス費用が高い 

地域では、介護供給体制の拡充が要介護（要支援）認定者１人当たり介護サー 

ビス費用の押上げに寄与する一方、相対的に費用が低い首都圏近県などでは介 

護供給体制によるプラス寄与は小さい。 

 

要旨図表５ 要介護（要支援）認定者１人当たり介護サービス費用の地域差要因 

（2015 年度、都道府県、各県マイナス北海道） 

 

（備考）本文図表４-２。 
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○長崎県佐々町では、ボランティアの自主活動の育成に主眼を置いた「介護予防 

ボランティア養成講座」を開始させ、修了者がそれぞれの地区で「地域型介護 

予防推進活動」に取り組んでいる。こうした取組の便益と費用から費用便益分 

析実施し、全国換算したところ、1,148億円～4,661 億円（中位推計 3、1,668 

億円）の歳出効率化効果が期待される結果となった。また、それぞれの設定に 

おける費用対効果は、1.7～3.9（中位推計、2.1）となった。 

 

要旨図表６ 長崎県佐々町の事例を基にした介護サービス費用効率化効果（全国換算） 

 

（備考）本文図表５-７。 

                                                 
3 要介護（要支援）認定率の変化について、以下の通り、上位推計、中位推計、下位推計と仮定して試算を

した。上位推計：全介護保険者において佐々町と同程度の要介護（要支援）認定率の低下、中位推計：要介

護（要支援）認定率が全国平均以上の介護保険者において、佐々町と同程度の要介護（要支援）認定率の低

下、下位推計：要介護（要支援）認定率が全国平均以上の介護保険者において、佐々町と同程度の要介護（要

支援）認定率の低下が見込まれるが、全国平均の水準以下には下がらない。 

推計パターン 便益（Ｂ） 費用（Ｃ） （Ｂ）-（Ｃ） （Ｂ）/（Ｃ）

上位推計 6,247億円 4,661億円 3.9

中位推計 3,274億円 1,688億円 2.1

下位推計 2,734億円 1,148億円 1.7

一般介護予防事業に伴う介護サービス費用の低減 1,586億円




